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2 署長着任のご挨拶／税務署定期異動

　本年７月の定期人事異動によ
り、高岡税務署長を拝命いたし
ました半田でございます。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　公益社団法人高岡法人会の
会員の皆様方におかれまして
は、平素から法人会活動を通
じ、税務行政全般に格別の御

理解と御協力を賜っておりますことを、本誌をお借りしまし
て厚くお礼申し上げます。
　高岡法人会は、昭和 27 年に創立された伝統のある法
人会であり、「税のオピニオンリーダーとして、企業の発展
を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献
する経営者の団体」として、長きにわたり、正しい税知識
の普及や納税意識の高揚に取り組まれるとともに、各種研
修会・講演会の開催をはじめ、会員による租税教室の開
催や小学生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」
の実施など、公益法人として積極的に社会貢献活動を展
開されておられます。
　これもひとえに、牧田会長をはじめとする歴代の役員並
びに会員の皆様方のたゆまぬ努力の賜物であり、その御
熱意と御尽力に対しまして心から敬意を表する次第であり
ます。
　さて、近年、税務行政を取り巻く環境は、経済社会の
デジタル化・国際化の進展等により、大きく変化しています。
国税当局におきましても、本年６月に、「税務行政のデジタル・
トランスフォーメーション－税務行政の将来像２０２３－」を
公表し、税務行政のデジタル化を推進するにあたり、国税
庁が目指すべき姿・基本的な方向性について、①納税者

の利便性の向上、②課税・徴収事務の効率化・高度化等、
③事業者のデジタル化促進という３つの柱に基づいて施策
を進めていくこととしております。
　法人会会員の皆様方におかれましては、キャッシュレス
納付の利用拡大、年末調整手続の電子化等、税務行政
のデジタル化に、御理解と御協力を賜りますようお願いいた
します。
　また、本年 10 月に開始されるインボイス制度の円滑な
実施に向け、登録を予定している事業者の方に対しては、
登録申請書の早期提出を促すとともに、登録の要否を検討
している事業者の方に対しては、毎日開催している登録要
否相談会を通じて、個々の事業者の方に寄り添った相談
対応を行ってまいります。令和５年度の税制改正を踏まえ、
負担軽減措置や補助金等の支援策などをきめ細やかに周
知広報し、インボイス制度への理解が深まるよう努めてまい
ります。
　しかしながら、このような取組を推進していくためには、
税に対する良き理解者である高岡法人会の皆様方のお力
添えが何より必要であり、より一層の御協力と御支援を賜り
ますようお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、高岡法人会の益々の御発展と会員
の皆様方の御健勝並びに事業の御繁栄を心から祈念いた
しまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。

着　任　の　ご　挨　拶
高岡税務署　署長　　半  田  あ お い

官　　　職 氏　　名 前　　　職
署　　　　　長 半　田　あおい 金沢国税局　会計課長
副　　署　　長 北　野　和　彦 金沢国税局　特別国税査察官
総　務　課　長 廣　澤　兼　也 金沢国税局　酒税課　課長補佐
特 官 （ 法 人 ） 炭　谷　宏　明 （留　任）
特 官 （ 法 人 ） 津　山　淳　二 （留　任）
法人第一統括官 上　田　　　毅 （留　任）
法人第二統括官 亀　沢　哲　夫 （留　任）
法人第三統括官 鈴　木　昌　利 関東信越国税局　潮来署
法人審理専門官 水　野　雅　美 （留　任）
法人連絡調整官 礪　波　一　志 高岡税務署　管運連絡調整官
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高岡税務署 定期人事異動 令和５年７月 10 日発令



3第 12 回定時総会

　令和５年５月 26 日（金）午後２時、ホテルニューオー
タニ高岡にて、公益社団法人高岡法人会第 12 回定時総会
が、会員 144 名（委任状 1,244 名）に荒尾誠司高岡税務署長、
河村幹治高岡市副市長ほか多数のご来賓ご臨席のもと、盛
大に開催された。
　総会では、下記の議事について議案審議がなされ、全て
の議案が原案どおり可決承認された。

［報告事項］ 令和４年度事業報告について
第１号議案　令和４年度収支決算並びに監査報告承認の件
第２号議案　任期満了に伴う役員改選の件

［報告事項］ 令和５年度事業計画及び収支予算について
　その後の臨時理事会において、新会長に㈱牧田組の牧田和樹氏が選出された。（役員名簿は５頁）
　続いて、川西前会長の退任挨拶のあと、役員功労者感謝状及び高岡税務署長感謝状の贈呈が行われた。
　最後に、荒尾署長、河村副市長よりご祝辞をいただき総会は滞りなく終了した。
　感謝状を受賞された役員の皆様をご紹介します。

　【役員功労者感謝状受賞者】
　　　川西　邦夫 氏　　酒井　道行 氏　　河西　良司 氏　　炭元　嘉雄 氏　　多田　誠一郎 氏
　　　池田　信彦 氏　　在田　吉保 氏　　沖田　　浄 氏　　小竹　秀子 氏　　伊藤　宣良 氏

　【高岡税務署長感謝状受賞者】

　総会終了後、政治ジャーナリスト・元朝日新
聞社特別編集委員の星浩氏の「今後の政治・経
済を見通す」と題して講演がありました。岸田
政権の現状、展望や日本政治の課題のほかメ
ディア問題（新聞発行部数が半減）について話
された。
　また、講演会終了後、角田悠紀高岡市長にも
参加していただき、来賓の皆様と新旧役員との
意見交換会を開催しました。

公益社団法人高岡法人会第１２回定時総会を開催
新会長に牧田和樹氏が就任！

前 会 長　　川西　邦夫 氏 前副会長　　酒井　道行 氏

総会特別講演会、意見交換会



4 新旧会長あいさつ

就任のご挨拶 会長　牧　田　和　樹

　会長就任に当たり、一言ご挨拶申し上げます。
　川西会長の後を受け、歴史ある高岡法人会の会長を拝命し身の引き締まる思いです。
　さて、もとより法人会の存在価値は「税のオピニオンリーダー」にあり、租税に関わ
る様々な活動を展開してきましたが、これからもこの基本は変わらないはずです。
　それを踏まえ、まずは会員のみなさんが税に関する正しい知識をタイムリーに入手で
きることが第一義だと考えており、併せて、このような活動を支える財源の確保も同様

に重要です。厚生事業はその大きな力となりますので、保険各社と連携しながら推進していかなければならない
と考えています。
　また、会員数の減少も課題となっていますが、法人会に入会していることで、税に関する正しい知識をタイム
リーに入手できたという事実が拡がれば、自ずと増加に転じるのではないかと考えております。
　いずれにしても、浅学非才な身であり、会員諸兄のお力添えを賜り一所懸命務めさせていただきますので、よ
ろしくお願い申し上げます。

退任のご挨拶� 前会長　川　西　邦　夫

　法人会会長の退任にあたり一言ご挨拶を申し上げます。
　私につきましては、令和元年（2019 年）５月に会長に就任しまして、２期４年間務
めさせていただきました。
　役員就任と同時に、すぐ会長の指名を受けたことから、副会長をはじめ役員の皆様方
には大変なご協力、そしてご支援をいただきながら、会長職を何とか務めることができ
ました。重ねてお礼を申し上げます。

　この４年間を振り返ってみますと、まずは会長に就任した翌年の令和２年（2020 年）２月に新型コロナウイ
ルスの感染症が流行し、そして４月には緊急事態宣言が発出され全ての関連の事業を中止し、４月の理事会は、
その決議方法について全国法人会総連合の指導も賜りながら、書面決議による収支決算の承認をいただき、総会
は少人数での役員のみでの開催となりました。
　５月にようやく緊急事態宣言が一時的に解除されましたので、その後はソーシャルディスタンスを保つため、
参加人員を減らし研修会など最低限の公益事業を優先して実施してまいりました。
　しかしながら、大変残念なことでありますが、会員交流事業は中止せざるを得ませんでした。
　また、令和４年（2022 年）には高岡法人会は創立 70 周年を迎えました。
　コロナウイルス感染症が完全に収束しない中、高岡税務署長様、高岡市長様、富山県内の法人会の会長様はじ
めたくさんのご来賓の方々にご出席いただきまして、無事に記念式典を挙行することができました。
　８月には、記念式典や周年記念事業などを掲載しました記念誌も発刊し、記念事業として制作しましたＤＶＤ

「高岡　射水　氷見が生んだ経済人」と合わせて会員の皆様に配布させていただきました。
　この節目の年に会長を仰せつかりまして、記念事業もなんとかコロナ禍ではありましたが、無事に開催できま
したことにつきまして、皆様、お一人お一人に心から感謝を申し上げます。
　私は本日をもって退任させていただきますが、この度就任されました牧田新会長を中心として高岡法人会がま
すます発展されますこと、また、会員皆様の企業のご繁栄、それから本日ご参加の皆様のお一人お一人のご健勝
を心から祈念申し上げまして、私の退任の挨拶とさせていただきます。
　この４年間、誠に大変ありがとうございました。



5役員名簿 

＜敬称略・地区別五十音順＞
役　職 氏　　名 法　人　名 役　職 氏　　名 法　人　名

会　 長 ○ 牧田　和樹 ㈱牧田組 理　 事 中野　収一 ㈱エイト
副 会 長 鍛冶　功一 ㈱カジメイク 〃 中村　正治 サニーライブホールディングス㈱

〃 ○ 北村　耕作 キタムラ機械㈱ 〃 野上　和義 ㈱晴香園
〃 西村　博邦 西村工業㈱ 〃 開　　章夫 昭和建設㈱
〃 廣瀬　宏一 ㈱広瀬アルミ 〃 平田　一彌 平田印刷㈱
〃 吉田　経晃 三協立山㈱ 〃 二口　　真 ヤヨイ化学工業㈱
〃 清水　幸雄 ㈱清水住設 〃 新 細川　英明 伏木海陸運送㈱
〃 林　　和彦 大栄建材㈱ 〃 新 堀　　一人 ㈱石沢商事
〃 ○ 八嶋祐太郎 射水ケーブルネットワーク㈱ 〃 本保　　実 ㈱本保

専務理事 坂井　昌彦（公社）高岡法人会 〃 松村　泰隆 北陸ドラム工業㈱
常任理事 ○ 頭川　俊一 菱富食品工業㈱ 〃 村上　　祐 ㈱福福旅行社

〃 園　　晶雄 立山電化工業㈱ 〃 藪　　敏治 ㈱文苑堂書店
〃 土田　一清 ㈱サンコー本店 〃 山口　洋祐 東洋通信工業㈱
〃 寺﨑　敏治 寺崎工業㈱ 〃 新 山﨑　　真 ㈱開進堂
〃 中村　春夫 ㈱中村燃料商店 〃 若野　歌子 ㈱若野鋳造所
〃 松野　郁夫 ㈱マツノ 〃 脇山　敏夫 畑一産商㈱
〃 結城　康則 ㈲結城タイル 〃 新 江添　章臣 氷見市農業協同組合
〃 輪達　光春 トナミホールディングス㈱ 〃 梶　　博司 ㈲美人家
〃 島　　正己 ㈱アムテック 〃 北　　茂泰 氷見軽合金㈱
〃 寺下　利宏 ㈱ソシオ 〃 久保　俊介 三興土木㈱
〃 加治　秀夫 信興製凾工業㈱ 〃 新 田岸　昌治 ㈱ユアーズオートタギシ
〃 ○ 三箇　　洋 ㈱エスケーシ―デリ 〃 西川　隆宏 西川工業㈱
〃 杉山　義継 杉山製機㈱ 〃 姫野　裕一 ㈱姫野精工所
〃 夏野　公秀 射水運輸㈱ 〃 新 山田　圭子 平和交通㈱

理　 事 有澤　誠文 塩谷建設㈱ 〃 荒木　一義 ㈱荒木運輸
〃 新 井上　敏夫 井上機材㈱ 〃 小川　城央 ㈱ケンチ
〃 新 井波栄三郎 シーケー金属㈱ 〃 新 加治　定勝 ㈲加治物産
〃 沖　　孝則 ㈱タカギセイコー 〃 黒崎　春久 ㈲黒崎地所
〃 金森　健祐 金商㈱ 〃 下条　良子 シンコー運輸倉庫㈲
〃 新 串田　竜治 富源商事㈱ 〃 小杉　一彦 ㈱小杉稔商店
〃 才高　人思 ㈱才高 〃 酒井　和広 新湊乳業協業組合
〃 新 酒井　志行 富士コン㈱ 〃 新川　篤志 ㈱プロデュース
〃 酒井　善広 ㈲酒井石油 〃 高田　大介 ㈱サンテック
〃 新 坂田　康成 オダケホーム㈱ 〃 竹脇　明利 ㈱三福製作所
〃 澤田　康博 ㈱沢田商店 〃 放生　正孝 ㈱スカイ
〃 塩崎　吉康 塩﨑商衡㈱ 〃 新 本郷　勝士 山森運輸㈲
〃 竹中　伸行 ㈱竹中製作所 〃 山本　光夫 道路技術サービス㈱
〃 多田勢津子 第一物産㈱ 〃 米田　大樹 米田木材㈱
〃 新 多田　　誠 多田薬品工業㈱ 監　 事 大井　一博 高岡市農業協同組合
〃 立野　政幸 ㈲立野機工商会 〃 中島　　亨 高岡信用金庫
〃 立野井慎一 ㈱北翔 〃 中村総一郎（税）中村税務みらい経営
〃 新 田中　洋史 ㈱夢創建 相 談 役 崎山　　強 北陸税理士会高岡支部
〃 谷崎　茂樹 谷崎建設㈱ 〃 王生　幸夫 ㈱北陸銀行高岡支店
〃 中田　邦彦 加越能バス㈱ 〃 矢倉　良彦 ㈱富山銀行

　※「○」は役職の異動、「新」は新任

公益社団法人高岡法人会役員名簿
令和５・６年度



6 委員会委員名簿 / 富山県法人会連合会第 11 回総会

副会長　北村　耕作 氏 副会長　鍛冶　功一 氏 立浪理巳子 氏

 ◎　高岡支部長 　廣瀬　宏一

 ◎　氷見支部長 　清水　幸雄

 ◎　射水支部長 　林　和彦

 ○　総務委員会（財務、研修等担当）　　10 名

委 員 長　西村　博邦
副委員長　寺下　利宏　　輪達　光春
委　　員　頭川　俊一　　松野　郁夫　　結城　康則
　　　　　杉山　義継　　夏野　公秀　　山﨑　　真
　　　　　山田　圭子

 ○　広報委員会（税の広報担当） 　　11 名

委 員 長　八嶋祐太郎
副委員長　土田　一清　　西川　隆宏
委　　員　澤田　康博　　立野井慎一　　多田勢津子
　　　　　中野　収一　　松村　泰隆　　久保　俊介
　　　　　新川　篤志　　放生　正孝

 ○　税制委員会（税の提言担当） 　11 名

委 員 長　北村　耕作
副委員長　園　　晶雄　　島　　正己
委　　員　井上　敏夫　　酒井　善広　　立野　政幸
　　　　　開　　章夫　　脇山　敏夫　　田岸　昌治
　　　　　酒井　和広　　高田　大介

 ○　組織委員会（会員増強、会員交流事業担当） 　11 名

委 員 長　吉田　経晃
副委員長　寺﨑　敏治　　加治　秀夫
委　　員　金森　健祐　　竹中　伸行　　中村　正治
　　　　　二口　　真　　村上　　祐　　梶　　博司
　　　　　小杉　一彦　　黒崎　春久

 ○　厚生委員会（福利厚生担当） 　11 名

委 員 長　鍛冶　功一
副委員長　中村　春夫　　三箇　　洋
委　　員　塩崎　吉康　　野上　和義　　堀　　一人
　　　　　本保　　実　　北　　茂泰　　姫野　裕一
　　　　　小川　城央　　山本　光夫

令和５年６月１日（木）、ホテルグランテラス富山にて、公益社団法人富山県法人会連合会第 11 回通常総会が、
関川朋大金沢国税局課税部長ほか多数のご来賓ご臨席のもと、盛大に開催された。総会に先立ち、武内県連会長
より、永年にわたり法人会活動の推進と組織の充実強化に務められ会の発展に貢献された役員に表彰状が贈呈さ
れた。受賞された役員の皆様をご紹介します。
【全法連会長表彰＜単位会功労者＞】　　在田　吉保 氏　　多田誠一郎 氏　　池田　信彦 氏
【富山県連会長表彰＜県連功労者＞】　　川西　邦夫 氏　　北村　耕作 氏
【富山県連会長表彰＜単位会功労者＞】　鍛冶　功一 氏　　小竹　秀子 氏　　沖田　　浄 氏　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　立浪理巳子 氏

公益社団法人高岡法人会支部長、
委員会委員名簿 （敬称略）

公益社団法人富山県法人会連合会
第 11回通常総会開催



7青年部会第 38 回定時総会／役員名簿

青年部会役員名簿　令和５年・６年度 （敬称略・地区別五十音順）

役　職 氏　　名 法  人  名 地区 役　職 氏　　名 法  人  名 地区
部会長 ○ 山﨑　　真 ㈱開進堂 高岡 理　事 新 玉井　　圭 トナミ商事㈱ 高岡
副部会長 石灰由喜夫 石友リフォームサービス㈱ 〃 〃 駒崎　充彦 ㈱駒崎工業所 氷見

〃 瀧根　康弘 瀧根工業㈱ 〃 〃 新 蔵　　卓也 ㈱オークラシャッター工業 〃
〃 ○ 花田　将司 いなほ化工㈱ 〃 〃 新 堂尻　智嗣 合同会社ＣＵＰＳ 〃
〃 藤澤　一生 ㈲フジサワ建装 〃 〃 西森　正憲 西森金属㈱ 〃
〃 藤森　亮平 ㈱フジモリ 〃 〃 新 松木　一志 ㈱ゼンケン 〃
〃 ○ 坂下　明生 ㈲坂下瓦店 氷見 〃 石倉　尚聡 ㈱石松薬局 射水
〃 ○ 今牧　元樹 今牧自動車㈱ 射水 〃 新 石本慎太郎 ㈲石本塗装 〃
〃 徳永　勝久 徳永食品㈱ 〃 〃 魚　　敬丈 ㈱勇気の花 〃

理　事 岩坪　義昌 ㈱丸豊製作所 高岡 〃 本郷　勝士 山森運輸㈲ 〃
〃 新 加藤　力織 ㈱加藤物産 〃 〃 米山　勝規 ㈱リボン 〃
〃 関　周太郎 響産業㈱ 〃 監　事 ○ 田中　洋史 ㈱夢創建 高岡
〃 谷　　知洋 谷自動車販売㈱ 〃 〃 ○ 久保　俊介 三興土木㈱ 氷見

※　「○」は役職の異動、「新」は新任

青年部会第 38回定時総会
第 13 代青年部会長に山﨑真氏が就任！

令和５年６月７日（水）ホテルニューオータニ高岡において、青年部
会第 38 回定時総会が、会員 59 名、ご来賓として荒尾誠司高岡税務署
長、牧田和樹高岡法人会会長はじめ多数のご臨席のもと開催された。

総会は、米山理事の司会ではじまり、来賓紹介の後、立野部会長が、
新型コロナウイルスの流行も落ち着いてきて、経済活動も通常通り行
われるようになってまいりました。本日の総会で、青年部会として最
後の部会長の務めを果たせていただきます。先程の研修会で、荒尾署
長様からお酒についてのお話がございましたので、おいしいお酒を飲

みたいと思いますので、議事進行にご協力をいただきたいと挨拶された。
続いて、議案審議に入り、全ての議案が原案どおり可決承認された。
今回は役員改選の年であり、新部会長に山﨑真氏が選出された。山﨑新部会長は、先輩の方と一緒に租税教室、

そして、全国青年の集い佐賀大会、沖縄大会に参加させていただきました。佐賀大会では、租税教育プレゼンテー
ションもしました。青年部会の役員構成も変わってきて本年も多くの会員の方々が卒業されます。また、ここ数
年、法人会では健康経営ということに力をいれています。新たな会員を多く募り、多くのメンバーとともに健康
経営のあり方や情報を周知していくことに注力して活動していきたいと思っておりますと挨拶された。

その後、司会より卒業生 16 名の紹介の後、卒業生代表として新川篤志氏から卒業の挨拶があった。
続いて、立野前部会長に、山﨑新部会長から感謝状の贈呈及び荒尾高岡税務署長から高岡税務署長感謝状の贈

呈が行われた。
最後に、荒尾高岡税務署長、牧田高岡法人会会長よりご祝辞をいただき総会は滞りなく終了した。
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女性部会役員名簿　令和５年・６年度 （敬称略・地区別五十音順）

役　職 氏　　名 法  人  名 地区 役　職 氏　　名 法  人  名 地区
会　長 ○ 山田　圭子 平和交通㈱ 氷見 理　事 大越佐公子 ㈱大越仏壇 高岡

副会長 ○ 若野　歌子 ㈱若野鋳造所 高岡 〃 塩崎英公子 塩崎商衡㈱ 〃

〃 廣瀬　優子 ㈱広瀬アルミ 〃 〃 新 竹中　直子 ㈱竹中製作所 〃

〃 村上委千子 ㈱福福旅行社 〃 〃 西村　一恵 西村工業㈱ 〃

〃 北　　順子 氷見軽合金㈱ 氷見 〃 能登　久実 ㈲能登飼料店 〃

〃 ○ 上野美智代 灘浦運送㈱ 〃 〃 新 広上　清美 ㈱広上製作所 〃

〃 笹谷　幸子 太陽興産㈱ 射水 〃 新 尾畑ゆき枝 森山電機㈱ 氷見

〃 ○ 小杉奈津子 ㈱小杉稔商店 〃 〃 松谷　三和 社会福祉法人萬葉の杜福祉会 〃

常任理事 渡辺佳世子 高岡交通㈱ 高岡 〃 新 山崎　裕子 山崎運送㈲ 〃

〃 多田五保子 多田薬品工業㈱ 〃 〃 新 井坂理恵子 ㈱四方組 射水

〃 ○ 鎌仲たか子 ㈲鎌仲建設 氷見 〃 酒井由美子 新湊乳業協業組合 〃

〃 ○ 清水　智子 ㈱清水住設 〃 〃 新 島田香奈恵 ㈱シマダ商事 〃

〃 新 八嶋　幸江 八嶋合名会社 射水 監　事 ○ 若野　洋子 ワカノ電工㈱ 高岡

〃 ○ 横田　栄子 ㈱横清 〃

　※　「○」は役職の異動、「新」は新任

女性部会第 33回定時総会
新会長に山田圭子氏が就任！

令和５年６月７日（水）ホテルニューオータニ高岡において、女性
部会第 33 回定時総会が、会員 25 名、荒尾誠司高岡税務署長、牧田和
樹高岡法人会会長はじめ来賓各位のご臨席のもと開催された。

廣瀬副会長の司会で、来賓紹介の後、若野会長が、コロナ感染症、
ロシア・ウクライナの問題が多くの国に影響を及ぼしているが、安定
した状況に戻る事を願い、女性部会としては租税教育、社会貢献活動
に取り組んでいきたいと挨拶された。

続いて議案審議に入り、全ての議案が原案どおり可決承認された。
今回は役員改選の年であり、新会長に山田圭子氏が選出された。
山田新会長は、租税教育事業、社会貢献事業など歴代の会長のなされた活動を継承し、女性部会の維持，発展

に努めてまいりますと挨拶された。
その後、若野前会長に対し、山田新会長から感謝状の贈呈、荒尾高岡税務署長から高岡税務署長感謝状の贈呈

が行われた。
最後に、荒尾高岡税務署長、牧田高岡法人会会長よりご祝辞をいただき総会は滞りなく終了した。
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法人会活動報告

　新春特別講演会
【開催日】令和５年１月 25 日（水）
【演　題】「2023 年どうなる日本 !　今後の経済を読む」
【場　所】ホテルニューオータニ高岡
【講　師】経済ジャーナリスト　須田慎一郎氏
【受講者】会員　84 名　一般　13 名
　須田慎一郎氏は、日本銀行が作った新語で新型コロナのた
め使われなかったお金「強制貯蓄」が、今後使われることに
よる個人消費の拡大により景気が回復すると話された。

　公益共催セミナー
【開催日】令和５年３月 16 日（木）
【演　題】「企業のメンタルヘルス対策セミナー
　　　　　　 　　　　～雇用トラブルを未然に防ぐ～」

【場　所】高岡商工ビル
【講　師】社会保険労務士法人 あい事務所
　　　　　　　 　　特定社会保険労務士　大野　ゆかり氏

【受講者】会員　24 名
　公益共催セミナーは、高岡法人会とＡＩＧ損害保険㈱との
共催で開催しており、今回は、コロナ禍などの厳しい経営状
況により、業務に対する不安や人間関係等による仕事上のス
トレスが原因でメンタルヘルスの不調となる社員が増えてお

り、更に、雇用トラブルによる企業の対応についても、これまで以上に予防・対策が重要視されていることから、
メンタルヘルス対策セミナーとして開催しました。
　３年ぶりに、対面での開催であり、大野先生には、セミナー終了後、参加者からの個別の質問にも答えていた
だきました。

　雇用管理研修
【開催日】令和５年４月 19 日（水）
【参加者】会員　46 名
【場　所】高岡商工ビル
【講　師】第一講座
　　　　　　社会保険労務士法人アシスト人事
　　　　　　　　　社会保険労務士　宮本敦子氏
　　　　　第二講座
　　　　　　（独）高齢 ･ 障害 ･ 求職者雇用支援機構
　　　　　　　　　富山支部 高齢 ･ 障害者業務課 担当職員
　第一講座では、宮本先生から「賃金の法律知識と最近の賃
金に関係する話題について」、１　賃金の法律知識、２　今年４月の改正、３　最近の話題に分けて分かり易く
説明がありました。
　また、第二講座では、「障害者雇用給付金制度に基づく各種助成金」について説明がありました。
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法人会活動報告

　法人税実務講座 ( 初級編 )
【場　所】高岡商工ビル
【受講者】会員　25 名
【開催日】令和５年６月 14 日、21 日、７月５日、12 日
【講　師】税理士　油谷　奈津紀　先生
【テーマ】法人税と会社の基礎知識　　　　　　　　　　
　　　　　法人税の基礎知識
　　　　　消費税の基礎知識
　　　　　法人に関連する税金の基礎知識

　社会貢献活動

 高岡古城公園の清掃美化活動に参加 
　令和５年８月６日（日）の早朝６時 30 分、
昨年に引き続き、高岡古城公園清掃美化運動
に、高岡法人会の役員24名が参加し、社会貢
献活動を行った。

　５月２日晴天。気温上々、気分も上々で万葉線に乗り、集合場所の高岡駅南口へ向かいました。初めてお会い
する方々に緊張しつつ、バスに乗り込み雪の大谷へ出発！
　バスガイドさんの軽快なトークを聞きながら、まず称名滝へ向かいました。
バスを降り、いざ称名滝へと歩き始めました。山道を歩くのは、かなりハー
ドではありましたが、新緑と近づいてくる称名滝を眺めながら歩くのは、と
ても気持ちが良かったです。まじかで見る称名滝の迫力、落差に圧倒され、
ハンノキ滝も見ることができ、とてもラッキー！マイナスイオンをたっぷり
と吸い込みとてもリフレッシュできました。集合写真を撮っていただいた頃
には、皆さん笑顔で会話も弾み、これも自然のなせる業かしら・・・称名滝
をたっぷり満喫して、次はメインイベントの雪の大谷へ向かいました。
　立山有料道路を走り、景色を眺めながら、室堂に到着。室堂ターミナル２

階『レストラン立山』にて “特
選国産牛” の松華堂弁当をいただきました。美味しい！！山の上
で飲むビールも最高！！お腹もいっぱいになったところで、そろ
そろ雪の立山探索開始。一面真っ白な世界で不思議な感覚。雄山、
剣岳をこんな近くで見られて感動です。
　そして、いよいよ雪の大谷へ！今年の
雪の壁の高さは 12 ｍ、例年より低かっ

たみたいですが、初めて訪れた私には充分に高い壁で驚きでした。
　帰りのバスでは疲れ果てて眠ってしまいましたが、バスガイドさんの相撲甚句、お上
手でした。日帰り旅行でしたが、とても充実していて楽しかったです。
　最後になりましたが、お世話いただきました法人会事務局の皆さん、会員の皆さん、
旅行会社の方々、ありがとうございました。 （㈱晴香園　野上美佐　記）

　異業種交流旅行 ( 称名滝、雪の大谷 )  令和５年５月２日(火）
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青年部会・女性部会

　小学６年生を対象に、青年部会・女性部会の役員が講師となって、子供達に生活の中での税金の使われ方や役
立つ税金に関するクイズなどについてパワーポイントを使って租税教室を行いました。

租税教室

令和５年６月７日(水)

　女性部会、青年部会定時総会の開催に合わせ、高岡税務署荒尾誠司署長による税務研修会が開催された。テー
マを『Ｓ・Ａ・Ｋ・Ｅ』と題し、こうじ菌を使った伝統的な酒造りの技術は日本の文化であることなど、日本酒
に関する内容を参加者会員は熱心に聴講した。

税務研修会

【青年部会】

【女性部会】

令和５年６月９日
射水市立小杉小学校　92 名

令和５年６月 27 日
高岡市立福岡小学校　90 名

令和５年５月 31 日
高岡市立戸出東部小学校　33 名

令和５年６月１日
射水市立放生津小学校　26 名

令和５年６月 13 日
氷見市立湖南小学校　20 名

令和５年６月 29 日
高岡市立野村小学校　95 名

令和５年６月 20 日
氷見市立海峰小学校　７名

令和５年７月 13 日
射水市立新湊小学校　41 名
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　４月 13 日 ( 木 )、『アイテムえひめ』にて、第 17 回全国女性フォー
ラム愛媛大会が全国から約1,900名の女性部会員が集まり開催された。
　俳人・夏井いつき氏が、『句会ライブ』と題し、参加者が一斉に５
分で一句の投句に挑戦。式典後、夏井氏により選句された優秀作品が
発表され、大いに盛り上がった。
　その後、式典・懇親会が行われ全国の女性部会員が交流を深めた。
　また、会場外では「税に関する絵はがきコンクール」の令和４年度
全国の応募の中から選ばれた作品が展示され、アイデアあふれる絵は

がきを鑑賞した。当会からは、若野会長ほか４名が参加した。
　翌日、愛媛県内の松山城、道後温泉などを観光し、親睦を深めた全国大会の参加であった。

　女性部会の若野会長・山田副会長が高岡税務署を
訪れ、租税教育活動の一環として、全国で実施され
ている「税に関する絵はがきコンクール」の応募用
紙 5,000 枚を、荒尾誠司高岡税務署長へ手渡し、各
小学校への配布を依頼した。
　税務署では、各市の教育委員会の学校教育課長に
応募用紙を渡し、学校への配布と校長への協力依頼
をお願いしました。

　女性部会では、氷見市立
上庄小学校６年生 18 名を
対象とした県内の公共施設
を見学する租税教育バスを
運行した。高岡税務署、富
山県議会議事堂、四季防災
館を訪れ、施設の見学や説
明を聞き、税金の大切さに
ついて学びました。
　高岡税務署の署内見学・租税教室の後、県議会議事堂では、議場に実際に入って、議員席に座る体験をした。
　また、四季防災館では、地震体験、消火体験、煙体験をする事ができ、災害の怖さ、災害への備えを学んだ。

　女性部会では、コロナ感染拡大の為、中止していた会
員の交流、教養講座を３年ぶりに開催しました。
　今回は、お正月のフラワーアレンジメント教室。
　参加者は、自宅に飾るアレンジを講師の結城美智子先
生の指導のもと作製しました。

女性部会活動報告
令和５年４月13日(木)全国女性フォーラム愛媛大会

令和５年５月16日(火)『税に関する絵はがきコンクール』応募用紙を寄託�

令和５年７月27日(木)租税教育バス

令和４年12月21日(水)女性部教養講座
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「相当の理由」
 （事前手続は必要なし）
　例えば、その電磁的記録その
ものの保存は可能であるもの
の、保存時に満たすべき要件に
従って保存するためのシステム
等や社内のワークフローの整備
が間に合わない等といった、自
己の責めに帰さないとは言い難
いような事情も含め、要件に
従って電磁的記録の保存を行う
ための環境が整っていない事情
がある場合。

■ 電子取引の保存　令和 5 年度改正 ■

基準期間の売上高
5,000 万円以下

出力書面を日付及び
取引先で整理 相当の理由あり

ダウンロード対応
（電子データの保存） ○ ○ ○

検索機能の確保 ╳ ╳ ╳
改ざん防止措置 ○ ○ ╳
出力書面の保存 ╳ ○ ○

　令和３年度の税制改正において「電子帳簿保存法」の改正が行われ、令和４年１月１日より施行されています。
ただし「電子取引」については、令和５年 12 月 31 日まで一定の条件で猶予されていましたが、令和６年１月か
らは保存要件に従った電子データの保存が全ての事業者において必要となります。
　「電子取引」とは、紙でやりとりしていた場合に必要な情報（請求書、領収書、契約書、見積書など）の受け
渡しを電磁的方法（ＥＤＩ、インターネット、電子メールなど）により行う取引をいい、これらの取引情報を紙
ではなく電子データのまま保存することが求められます。
　下記保存要件のうち、真実性の要件は、④が特別なシステム等がいらず導入できます。可視性の要件では、原
則として検索機能が必要ですが、令和５年度税制改正で一定の場合には検索機能の確保を不要とする特例措置等
が講じられました。ただし、電子データの保存はこの場合でも必要です。
　詳細は、国税庁ホームページ「電子帳簿等保存制度特設サイト」等をご確認ください。
　

【　電子取引の保存要件　】
 １．保存期間
　７年間（法人で欠損金の繰越控除を受ける場合は最長 10 年間、個人で一定の書類は５年間）

 ２．真実性の要件
　以下①～④のいずれかを行う
　　①　発行者によるタイムスタンプの付与。
　　②　受領者によるタイムスタンプの付与。
　　③　訂正・削除履歴の確保されたシステムの使用。
　　④　訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定める。
　　　　　　※事務処理規定　国税庁（各種規定等のサンプル）→

 ３．可視性の要件
　①　 保存場所にパソコン、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画

面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。
　②　システム関係書類等（概要書、仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等）を備え付けること。
　③　検索機能を確保すること。

税理士会だより

「電子取引」（電子帳簿保存法）について
 税理士　飯　森　康　就
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事業者のみなさま

説明会開催

消費税の

インボイス発行事業者の登録がお済みの方へ

国税庁 HP の「インボイス制度特設サイト」に制度の概要や Q＆A、
申請手続に関する情報を掲載しています。

9:00 ～ 17:00（土日祝除く）
※個別の相談は所轄の税務署へ事前予約をお願いします。

インボイス
コールセンター （無料）

● 取引先と、登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有し、
　 制度開始に向けて、準備を行いましょう。
● インボイスは、請求書、領収書など名称は問いません。
　 また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。

● インボイスの写しの保存は、コピーに限られません。電子データや
　 一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。
● 仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか
　 事前に確認し、必要に応じて仕入先とも相談しましょう。

インボイス制度 令
和

スタート年5 月10

インボイス制度に向けてのご準備を

オンライン説明会や税
務署での説明会・登録
要否相談会をご案内し
ております。

新たな負担
軽減措置

税負担・事務負担の
軽減措置があります。

補助金などの
支援策も

IT 導入補助金・小規模
事業者持続化補助金な
どの支援策があります。

説明会日程
令和５年度税制改正関係

（インボイス関連） 中小企業庁リーフレット

インボイス制度について詳しく知りたい方

インボイス制度についての一般的なお問い合わせ先
0120 - 205 - 553 相談窓口一覧表

特設サイト

？

「インボイス制度に関する相談窓口一覧表」に、補助金、取引上のお悩み、
経営など、各種ご相談先をまとめておりますので、ぜひご活用ください。

国税の納付は、
簡単・便利な

ダイレクト
納付

をご利用く
ださい

国税庁

　e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又
は納付情報の登録をした後に、簡単な操作で、あらかじめ届
出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期
日に納付することができる便利な電子納税の手段です。

詳しくはこちら

地方税より
納付方法のご案内

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある
利用可能金融機関は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご確認ください。

e-Taxの利用開始手続をする
e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」を
オンラインで提出し、利用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。
※既に利用者識別番号を取得済の方は二重に手続することのないようにご注意ください。

ダイレクト納付利用届出書を提出する
 「ダイレクト納付利用届出書」にご利用を希望する預貯金口座を記載し、署名、押印の上、書面で税務署
に提出してください。
　なお、納付する際に預貯金口座を選択するには、ご利用になられるすべての預貯金口座についてあらか
じめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出しておく必要があります。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、
　1か月程度かかります。メッセージボックスに登録完了メッセージが格納されるとダイレクト納付を
　ご利用いただけます。

●金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません！
▶源泉所得税を毎月納付している方に便利です！
●即時又は納付日を指定して納付することができます！
●税理士が納税者に代わって納付手続を行うことができます！
●納付する際に、預貯金口座を選択できます！
●納期限前の計画的な納付（予納）が簡単にできます！

ダイレクト納付を利用するには

簡単 便利

⬆

●インターネットを利用できる端末があれば、利用
　可能です！
●インターネットバンキングの契約は不要！
●e-Taxの利用者識別番号（ID）と暗証番号（PW）
　のみで納付手続が行えます！
▶電子証明書の添付やICカードリーダライタ
　は不要です！

⬆
⬆

⬆

○『地方税共通納税システム』から、個人住民税（特別徴収分）も電子納付をする
　ことができます。
　詳しくはeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。
　※国税と地方税の電子納税の利用手続は、それぞれ手続が必要となります。
　　なお、地方税共通納税システムは、地方税共同機構が運営しています。
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国税の納付は、
簡単・便利な

ダイレクト
納付

をご利用く
ださい

国税庁

　e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又
は納付情報の登録をした後に、簡単な操作で、あらかじめ届
出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期
日に納付することができる便利な電子納税の手段です。

詳しくはこちら

地方税より
納付方法のご案内

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある
利用可能金融機関は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご確認ください。

e-Taxの利用開始手続をする
e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」を
オンラインで提出し、利用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。
※既に利用者識別番号を取得済の方は二重に手続することのないようにご注意ください。

ダイレクト納付利用届出書を提出する
 「ダイレクト納付利用届出書」にご利用を希望する預貯金口座を記載し、署名、押印の上、書面で税務署
に提出してください。
　なお、納付する際に預貯金口座を選択するには、ご利用になられるすべての預貯金口座についてあらか
じめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出しておく必要があります。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、
　1か月程度かかります。メッセージボックスに登録完了メッセージが格納されるとダイレクト納付を
　ご利用いただけます。

●金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません！
▶源泉所得税を毎月納付している方に便利です！
●即時又は納付日を指定して納付することができます！
●税理士が納税者に代わって納付手続を行うことができます！
●納付する際に、預貯金口座を選択できます！
●納期限前の計画的な納付（予納）が簡単にできます！

ダイレクト納付を利用するには

簡単 便利

⬆

●インターネットを利用できる端末があれば、利用
　可能です！
●インターネットバンキングの契約は不要！
●e-Taxの利用者識別番号（ID）と暗証番号（PW）
　のみで納付手続が行えます！
▶電子証明書の添付やICカードリーダライタ
　は不要です！

⬆
⬆

⬆

○『地方税共通納税システム』から、個人住民税（特別徴収分）も電子納付をする
　ことができます。
　詳しくはeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。
　※国税と地方税の電子納税の利用手続は、それぞれ手続が必要となります。
　　なお、地方税共通納税システムは、地方税共同機構が運営しています。
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税務署の内部事務のセンター化について
（業務センターへの郵送等に関するお願い）

　金沢国税局においては、次頁「内部事務のセンター化の対象となる税務署一覧等」
のとおり、「内部事務のセンター化（※）」を実施していますので、次の事項について、
御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではご
ざいません。

〇�　内部事務のセンター化の対象となる税務署に申告書・申請書等を提出する場合は
以下のとおり御対応いただきますようお願いいたします。
　・�　e-Tax（データ）により提出する場合は、従来どおり所轄税務署へ送信願います。
　・�　書面により提出する場合は、次頁の「書面で申告書等を提出する場合の郵送先

住所」へ郵送願います。

〇�　書面の申告書・申請書等を業務センターへ直接持ち込むことはできません。所轄
税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、業務センターへの郵
送による提出に御協力をお願いします。

〇�　内部事務を処理するため、納税者や税理士の皆様に対し、業務センターから電話
や文書により問合せをさせていただくことがあります。

〇�　業務センターでは、税務相談や申告書等の用紙の交付は行っておりませんので、
従来どおり電話相談センター又は所轄税務署までお問い合わせください。

〇�　納税証明書の交付や現金領収、面接による相談等の窓口対応は、従来どおり所轄
税務署で行います。

（※）�　内部事務のセンター化とは、事務の効率化等
のため、複数の税務署の内部事務（申告書等の
入力や審査、還付金の支払手続、申告内容につ
いての照会文書の発送など）を、専担部署（業
務センター）で集約処理する取組です。
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内部事務のセンター化の対象となる税務署一覧等
金　沢　国　税　局

都道府県 富山県、石川県 福井県

内部事務の
センター化の
対象署

令和 5年
4月時点 金沢、七尾、小松、輪島、松任 福井、大野

令和 5年
7月以降

金沢、七尾、小松、輪島、松任、
富山、高岡、魚津、砺波（※） 福井、大野

業務センターの名称 金沢国税局業務センター 金沢国税局業務センター
福井分室

書面で申告書等を提出す
る場合の郵送先住所

〒 920-8526
金沢国税局業務センター
（〇〇税務署）（※）

※富山・高岡・魚津・砺波
署へ提出する申告書・申請
書等の一部については、郵
送先が異なるため、下表を
ご参照ください。

〒 910-8529
金沢国税局業務センター
福井分室
（〇〇税務署）（※）

※　�下線は、令和５年７月 10日から新たに内部事務のセンター化の対象となる税務署を示します。
※　「〇〇税務署」には、所轄税務署を記載いただきますようお願いいたします。
※　申告書・申請書等を送付する際の送付先住所の記載は不要です。

富山・高岡・魚津・砺波税務署を提出先とする申告書等の郵送先
（税目により、郵送先が異なります）

郵 送 先
〒 920-8526
金沢国税局業務センター
（〇〇税務署）　（上表と同一）

〒 930-8606
金沢国税局業務センター
富山事務室（〇〇税務署）

税　　目 法人税等　右記以外の税目 申告所得税・消費税（個人事業者）・
贈与税

申告書等
（例）（※）

・法人税の申告書
・消費税及び地方消費税の申告書
� （法人用）
・相続税の申告書
・�給与所得・退職所得等の所得税徴
収高計算書（納付税額のないもの）

・�所得税及び復興特別所得税の申告
書
・消費税及び地方消費税の申告書
� （個人事業者用）
・贈与税の申告書

申請書等
（例）（※）

・法人設立届出書
・【法人】青色申告の承認申請書
・異動届出書
・【法人】消費税課税事業者届出書
・法定調書合計表
・口座振替依頼書

・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・【個人】消費税課税事業者届出書
・相続時精算課税選択届出書
・�所得税及び復興特別所得税の更正
の請求書

※　代表的な申告書・申請書等を記載しています。
※　「〇〇税務署」には、所轄税務署を記載いただきますようお願いいたします。
※　申告書・申請書等を送付する際の送付先住所の記載は不要です。
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全国 高岡

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

賃上げをする
賃上げを検討したい
賃上げは難しい
わからない
その他

■ 
■ 
■ 
■ 

法人税の軽減税率の特例（15％）の本則化等
設備投資・研究開発を促進する税制の拡充
雇用拡大・賃金引上げを促進する税制の拡充
役員給与の損金算入の拡充

■ 
■ 
■  

交際費課税の損金算入枠の拡大
欠損金の繰戻還付制度の拡充
その他

※　率は、回答数を集計枚数（全国 12,307 枚、高岡 50 枚）で除した数字である。
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令和６年度税制改正アンケート結果

Ｑ１ 中小企業向け税制

　令和６年度税制改正を検討するにあたり、中小企業向けの税制で特に重視すべき点について、以下より２つ以
内で選んで下さい。

Ｑ 2 法人関係／企業の賃上げ

　政府は、「インフレ率を超える賃上げ」を目指しておりますが、物価が高騰する中、中小企業の賃上げが大き
な課題となっています。令和４年度税制改正において、積極的な賃上げ等を促すための税制措置が講じられてい
ますが、あなたの会社では今年の賃上げについてどう対応しますか。
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■ 
■ 
■ 

課税事業者であり、登録申請をした
課税事業者であり、これから登録申請する
免税事業者ではあるが、登録申請をした

■ 
■ 
■ 
■ 

免税事業者ではあるが、これから登録申請をする
免税事業者であるが、登録申請をするか検討中である
登録申請をする予定はない
その他

■ 
■ 
■ 
■ 

税務データ処理の機器など新たな設備投資
ソフトウェアの変更や新規購入
煩雑な経理処理や事務処理
事務負担の増加による人件費の負担増

■ 
■ 
■ 
■ 

インボイス制度についての社員教育
免税事業者との取引
特に問題なく対応できる
その他

※　率は、回答数を集計枚数（全国 12,307 枚、高岡 50 枚）で除した数字である。
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Ｑ 3 消費税／インボイス制度①

　令和５年 10 月１日から導入される「インボイス制度」について、インボイスを交付するためには「適格請求
書発行事業者」の登録申請が必要となります。あなたの会社における登録申請状況をお聞かせください。

Ｑ４ 消費税／インボイス制度②

　課税事業者の方（現在は免税事業者ではあるが、課税事業者となる予定の方も含む）にお聞きします。インボ
イス制度導入に際し、あなたの会社で特に懸念される点があれば、以下より２つ以内で選んで下さい（免税事業
者の方は、空欄のままで結構です）。
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■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
 

生前贈与が促進されると思う
生前贈与が少しは進むと思う
生前贈与が進むとは思わない
わからない
その他

■ 
■ 
■ 
■ 

国と地方の役割分担の明確化と地方への権限移譲
地方税財源の充実
広域行政による効率化
さらなる市町村合併の推進による基礎自治体の拡充

■ 

■ 
■ 

地方議会のスリム化と納税者視点に立ったチェック
機能の確立
地方公務員給与の適正化など行政のスリム化
その他

※　率は、回答数を集計枚数（全国 12,307 枚、高岡 50 枚）で除した数字である。
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Ｑ５ 相続税・贈与税

　令和５年度税制改正では、資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続開始前に暦年課税贈与
があった場合、相続財産に加算される生前贈与の期間を３年から７年に延長する等の見直しが行われました。ま
た、相続時精算課税制度については、資産の早期の世代間移転を促進する観点から、同制度を選択後も毎年 110
万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる等の見直しが行われました。今回の改正により、若年世代
への資産移転が促進すると思いますか。

Ｑ６ 地方の行財政改革

　行財政改革を推進するためには、国ばかりでなく地方においても自立、自助の体質構築が求められます。特に
優先すべき検討課題を以下より２つ以内で選んで下さい。
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■ 
■ 
■ 
■ 

増税により財源の一部を確保することに賛成である
全て増税以外の財源により対応する
わからない
その他

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

就業調整によって人員が確保できず困っている
就業調整による影響はあるが、何とか対応している
就業調整による影響はほとんどない
わからない
その他

41.9%25.9%

19.3% 18.0%
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全国 高岡
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令和６年度税制改正アンケート結果

Ｑ 7 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

　政府は、防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保することとしており、
必要となる財源の一部を増税で対応することとしています。このことについてどう考えますか。

Ｑ８ 税と社会保障

　パート等が就労調整を行う要因の一つとして、社会保険や税制上の扶養に影響する「年収の壁」があると言わ
れています。さらに、最低賃金の引き上げにより、扶養の範囲内で働くには就労可能時間が今までより少なくなっ
てしまうことから、人手不足で悩む中小企業にとっては深刻な問題となっています。あなたの会社においてパー
ト等の就業調整による影響について、お聞かせください。



22 税を考える週間講演会／年末調整説明会

９月19日（火）より受付

９月11日（月）

午前10時より
　受付開始

講座内容

― 税を考える週間 ―　　特別講演会のご案内
テーマ『笑いと人生』
■ 日　時 / 令和５年11月16日（木）　14：00～15：30

■ 会　場 / 富山県高岡文化ホール　多目的小ホール
 （TEL 0766-25-4141）

■ 講　師 / 落語家　林
はやし

　家
や

　三
さん

　平
ぺい

  氏

■ 日　時 / 令和5年11月20日（月）　13：30～15：00
■ 定　員 / 40名
■ 講　師 / 税理士　伯

う
　母

ば
　敏

とし
　子

こ
   氏

■ 日　時 / 令和5年11月22日（水）　14：00～16：00
■ 会　場 / 富山県高岡文化ホール　大ホール
  （TEL 0766-25-4141）■ 定　員 / 200名

▶講師プロフィール◀
昭和 45 年 12 月 11 日生まれ東京根岸出身　　
昭和の爆笑王初代林家三平の次男、祖父は七代目林家正蔵
中央大学国際経済学科入学、平成２年林家いっ平として落語家の修業に入る
平成５年二ッ目昇進　　
平成 14 年９月下席より真打昇進
現在、三平の資料館「ねぎし三平堂」堂長を務める

税理士がわかりやすくお伝えします。
2023 年版年末調整実践セミナー

講演会・年末調整説明会・年末調整実践セミナーのお申し込み講演会・年末調整説明会・年末調整実践セミナーのお申し込み
公益社団法人 高岡法人会ホームページ　https://www.houjin-takaoka.com/

「セミナー」⇒「講演会・イベントのお知らせ」からお申し込みください。

オンラインセミナー

年末調整の流れとポイントを解説

令和５年分 年末調整説明会令和５年分 年末調整説明会

※　説明会会場で書籍『年末調整のしかた』（大蔵財務協会発行）を会員特別価格で販売します。
　　ご購入の方は事前申込が必要です。

高岡税務署 ･高
岡市の

　　各担当者が
説明します

1. 年末調整とは（全体像の確認）　　  2. 年末調整の時期と対象者は？
3. 年末調整のスケジュールについて　4. 年末調整の実務と留意点
5. 今年度の改正点　　　　　　　　　6. 各種書類の記載方法とチェックポイント
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五面機械加工機

有限会社　スズキテクノ

株式会社　T
ス リ ー

hree　e
ア イ ズ

yes

代表取締役　　鈴木　良治

代表取締役　　中村　紘士

　当社は、平成９年３月に小矢部市にて設立し、平成
12 年に有限会社として法人化いたしました。
　平成 18 年に、福岡町の方に工場を造り現在に至って
います。
　職種は五面機械加工機という機械を使い大型の金属機
械加工を行っています。

　以前は、砺波法人会に加入していましたが、今回
工場を福岡の方に集約するということでご縁があり、
高岡法人会に加入させていただくことになりました。
　これから税について勉強していけたらと思ってお
ります。
　よろしくお願いいたします。

　私は５月１日に AIG 損害保険株式会社の社員を経て、
会社からの推薦もあり高岡市戸出町に独立開業いたしま
した。
　業務内容は法人専門のリスクコンサルタントです。
　法人におけるクライシスな状況は 10 年に一度と言わ
れています。
　直近ではコロナがあり、東日本大震災、リーマンショッ
クが記憶に近いのではないでしょうか。
　ただ日々の業務においてもヒヤリとする事や、いわゆ
るピンチを感じるのは３年に一度と言われています。
　ここ数年では法の改正も頻繁にあり、今まで当たり前とされていた事が通用しなくなり、いつの間に
かリスク強度を図り間違えて窮地に立たされた企業も多く見て参りました。
　富山県西部地区においては特にそういう法人様がないよう情報提供に務めて参りたいと考えておりま
す。これから税知識を深める上でも高岡法人会様にはいろいろお世話になりますが今後ともよろしくお
願いいたします。

新会員会社紹介

住所　高岡市戸出町３丁目５番 36 号　　　電話　0766（30）3318

住所　高岡市福岡町矢部 833 番地１　　　電話　0766（64）6468



〒933-0912 高岡市丸の内１番40号　高岡商工ビル内　TEL 0766－23－8855　FAX 0766－26－1216
発行人/公益社団法人 高岡法人会　発行日/令和５年８月22日　印刷所/キクラ印刷株式会社

表紙説明

公式キャラクター
　しっしー

　氷見市を拠点とする男子ハンドボールチーム『富山ドリー
ムス』が2022年に新チームを立ち上げた。
　中学、高校ともに全国クラスのハンドボール強豪校がひし
めく富山県。そんな富山をハンドボールで盛り上げたいとの
想いで結成された。
　選手には富山でプレーを続けるチャンスと活躍の場を、地
域の皆様には活気と希望を届ける、ハンドボールと富山を愛
する団体で、７月には念願の日本リーグに参戦した。
…………………………………………………………………………………………………………………………
富山ドリームスの理念
　私たちはハンドボールを通じて地域の皆様に心身の健全な発達に
寄与するとともに、地域社会や企業社会に有為な人材を育成し、地
域社会や企業社会の活性化に貢献し、多くの人々に幸せをもたらす
ことを目的に活動しています。

富山ドリームス

高岡法人会では、決算期別説明会、改正税法研修会、
年末調整説明会など税に関する研修会のほか、雇用管
理研修会、セミナーや講演会を開催しています。

さらに、全会員に「税制改正のあらまし」「わかり
やすい年末調整実務のポイント」「会社役員のための
確定申告実務のポイント」を送付するなど、タイムリー
な情報提供にも努めています。

また、会員交流を目的とした異業種交流旅行や、青
年部会では税経セミナーや懇親会、女性部会では教養
講座や視察旅行も実施しており、これらの事業に参加

することで、法人会に加入する様々な業種の経営者と
知り合い、その交流を通じてお互いの経営感覚を磨き、
新たなビジネスチャンスが生まれます。
　会員の皆様には、取引先やお知り合いの方で、法人
会に加入されていない方がおられましたら、ご紹介お
願いします。

なお、法人会には、法人（正会員）だけでなく、個
人事業主の方も賛助会員としてご入会できます。

ご連絡は、事務局（０７６６－２３－８８５５）ま
でお願いします。

会員ご紹介のお願い

（敬称略）

法　人　名 代 表 者法　人　名 代 表 者

高岡市
㈱クレオジャパン 中川　和則
㈱新和タクシー 藤坂　　功
㈲スズキテクノ 鈴木　良治
㈱Ｔｈｒｅｅ　ｅｙｅｓ 中村　紘士
㈱エコネクト物流　 松原　隆泰
㈱ＦＵＪＩＭＡ 藤　　政宏
㈱ウエダ 上田　　博
㈱ウッディパーツ 松原　隆泰
氷見市
合同会社ＣＵＰＳ 堂尻　智嗣

賛助会員名 代 表 者

越後法律事務所 越後　雅俊

射水市
瀬中網漁業㈲ 尾山　嘉秀
大山工業㈱ 小山　悠介
未来ライン㈱ 窪　　誠司
㈱名免良 名免良秀仁
㈱牧田商事 牧田　和樹

賛助会員

新会員のご紹介（令和５年１月～）


